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独立行政法人情報処理推進機構令和６年度計画 

独立行政法人通則法第３１条第１項に基づき、独立行政法人情報処理推進機構（以下、「機構」という。）の令和

６年度の事業運営に関する計画を次のように定める。 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置 

１．Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けたアーキテクチャ設計やデジタル基盤提供の推進 

【令和６年度における重要な取組】 

①  我が国の社会課題の解決や産業競争力を高めるため、政府や産業界からの要請・ニーズやこれまでの活

動の成果を踏まえ、設計したアーキテクチャの社会実装に係る支援として、「デジタルライフライン全国総合

整備計画」に基づくアーリーハーベスト、サプライチェーンにおけるデータ連携の蓄電池に次ぐ領域の検討

に重点的に取り組む。 
 また、経済産業省と連携して、ウラノス・エコシステムを活動の中核に位置付け、海外データスペース等と

の相互接続を含むグローバル戦略の強化を検討する。 
 さらに、効果的なアーキテクチャ設計や高度人材の育成を目的として、専門性の高い外部機関との連携を

通じ、引き続きアーキテクチャ設計に関する方法論の確立や設計・社会実装支援の場を提供する。 

②  政府のＡＩ戦略やデータ戦略の方針を踏まえ、引き続きデータの整備、流通、利活用に関する基盤の整備、

ソフトウェアエンジニアリングの高度化を行うとともに、特にＡＩ利活用や安全性確保の取組を強化する。 
 また、政府のＤＸ推進方針を踏まえ、ＤＸの普及啓発を実施する。そして、デジタルの「２０２５年の崖」の先

の中長期戦略を経済産業省とともに策定・推進する。 
 さらに、「スタートアップ育成５カ年計画」の方針及び目標の達成のため、引き続き未踏事業の育成規模の

拡大及び応募者増に向けた取組を行うとともに、特に二期制の導入に向けた検討を加速する。 

（１）ビジョンの具体化、アーキテクチャの設計及び社会実装・普及の推進 

① 人流・物流に関する５領域における社会実装に向けた成果物としてのアーキテクチャ記述、技術仕様等の

整備及びその社会実装を促進するための基盤整備及び普及活動を実施する。 

a. 自律移動ロボット関連 

 「デジタルライフライン全国総合整備計画」の検討に資する自動運転、ドローン、インフラのデジタルツイ

ン等に関する仕様の策定等を含むアーキテクチャ設計を実施する。 

b. 空間情報関連 

 「デジタルライフライン全国総合整備計画」のアーキテクチャ設計も考慮した空間情報基盤に関するアー

キテクチャについて検討するとともに、オープンソースソフトウェア（ＯＳＳ）等について着実に運用する。 

c. サプライチェーン関連 

 国内外における規制対応やそれらに関する効率的な情報共有等を目的とした、蓄電池に次ぐ領域にお

けるプラットフォームに係るアーキテクチャ設計を支援するとともに、蓄電池トレーサビリティの社会実装、

国際連携を引き続き後押しする。 
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d. 契約・決済関連 

 データ標準化の基本ルールである政府相互運用性フレームワーク（ＧＩＦ）及び金融分野における実装デ

ータモデルについて、諸外国の動向を踏まえた検討及び普及を進める。 

e. スマートビル関連 

 スマートビルに関するアーキテクチャ設計を行うとともに、社会実装を実現するコンソーシアムの実現を

目指した検討会の運営等を実施する。 

② 組織、人材及びシステムのエコシステム形成を促進するため、場や方法論等の提供を通じ、コミュニティ

等による検討の推進を支援する。また、海外データスペース等との相互運用性確保、技術仕様、ＯＳＳ等

の情報発信等に取り組む。また、経済産業省と連携し、公益デジタルプラットフォーム事業者認定制度に

係る体制構築及び同制度の運用を実施する。 

③ 社会・産業システムに係るアーキテクチャ設計の取組を加速・高度化し、産学官におけるネットワーク構築

によりその取組の効用を高めていくため、外部機関等とも連携しつつ、各領域に共通して求められる安全

性・信頼性設計の観点、関連法規及びガバナンス等の観点並びにアーキテクティング手法の観点からの

調査研究を通じ、高度アーキテクチャ設計人材の輩出とアーキテクチャ設計ツールの開発の在り方を含め

たアーキテクティング方法論の深化を図るとともに、これらの取組への適用及びフィードバックを行う。 

④ 重要情報を扱うシステムの構築・調達・運用時に、自律性と利便性を両立したシステム要求仕様を策定で

きるよう支援するためのガイドの普及、改訂等を行う。 

⑤ 共通プラットフォームとしての水道情報活用システムの利用を促進するため、ガイドブックや事例集等を用

いて普及展開を行うとともに、参画企業を増やすための取組として技術的観点からの企画、助言等を行

う。 

⑥ デジタル社会の基盤となるソフトウェアを効率的かつ品質良く構築するための開発手法を抜本的に改革し、

ＯＳＳの活用を促進する。 

⑦ 我が国の基幹産業を支えるソフトウェア産業・技術動向等を調査する。 

⑧ データスペースの推進に向けた取組としてプラットフォームの構築等を行うとともに、ガイドの作成・普及を

実施する。また、データ標準のための語彙体系の改修を進め、機構が保有するデジタルコンテンツの蓄積

及び永続的管理のためのコンテンツの知識化を実現する。 

（２）突出した人材の発掘・育成・支援及び活躍の機会の提供 

（２－１）突出した人材の発掘・育成と社会価値創出の促進 

① ソフトウェア関連分野においてイノベーションを創出することのできる独創的なアイディアや技術を有する

優れた個人を、優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャのもとに発掘・育成を行う「未踏ＩＴ人材発

掘・育成事業」を実施する。 

② 革新的なアイディア等を有する人材が、自らのアイディアや技術力を最大限に活かし、ビジネスや社会課

題の解決につなげていけるよう、優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャ等による指導・助言が行

われる「未踏アドバンスト事業」を実施する。 

③ 次世代ＩＴを活用する先進分野において、基礎技術や領域横断的技術革新に取り組む優れた人材が自ら

のアイディアや技術力を最大限に活かし、将来の経済発展への貢献につなげていけるよう、優れた能力と

実績を持つプロジェクトマネージャ等による指導・助言が行われる「未踏ターゲット事業」を実施する。 
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④ 未踏事業の育成規模の拡大及び応募者増に向け、今後のプロモーション活動の施策や戦略的な広報体

制の構築を検討、実施する。また、規模拡大に向けた体制強化等を検討、実施する。 

⑤ 未踏事業の目的が損なわれない自己収入策を検討する。 

（２－２）突出した人材の人的ネットワーク活性化促進 

外部団体と連携し、または独自に取り組み、未踏関係事業成果等のウェブ公開、イベント等を通じて産業界

への発信を強化するとともに、社会価値創出に向けた交流の場を提供する。また、各地域で活躍する未踏事

業修了生等に活躍の機会増加及び連携が出来るよう施策を検討、実施する。 

（３）企業におけるデジタル経営改革の推進 

① ＤＸ認定制度について、審査業務のほか、申請受付や問合せ対応等の制度運営に係る事務においても、

システムの運用等を含め、着実に実施するとともに、認定件数の拡大に対応できる審査の枠組みについ

て、改善の取組を行う。 

② ＤＸ銘柄の選定に係る事務を実施するほか、発表会の運営等を行う。 

③ ＤＸ推進指標の運用を行い、同指標に基づく自己診断結果のベンチマーク分析を実施し、提供する。併せ

て、他の施策との連携のほか、先行企業の事例公開等による普及活動を実施する。 

（４）地域コミュニティ支援による全国大のＤＸ推進 

① 日本全国に亘ってサイバーセキュリティを確保した上でＤＸを面として実現していくため、「地域ＤＸ推進ラ

ボ・地方版ＩｏＴ推進ラボ」のネットワークも活かしながら、人材育成の視点も加え、地域横断での共通的課

題に対する協働等を促進するための方策を検討し、必要な支援を実施していく。 

② 各地域における「地域ＤＸ推進ラボ・地方版ＩｏＴ推進ラボ」等のコミュニティや中核組織に対し、政府や機構

が推進するＤＸやデジタル人材育成、サイバーセキュリティ等の情報の一体的提供や、機構事業に対する

参加呼びかけを行うとともに、各地域の共通課題等に係る情報収集を行う。 

（５）ＡＩセーフティ、デジタル分野の標準策定等に係る新たな取組 

① ＡＩセーフティ・インスティテュート事務局の体制を整備するとともに、信頼できるＡＩの開発、提供、利用を推

進していくため、安全性確保に係る調査及び基準の作成、ＡＩの利活用を促進するための情報収集、コンテ

ンツの作成等を検討、実施する。 

② 「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」（令和６年３月５日閣議決定）が

成立した場合に備え、デジタル分野に係る標準策定機能の追加、機構の執務環境や人員体制の向上など

を検討する。 

 

【令和６年度の評価指標】 

① Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた、５以上の領域におけるアーキテクチャの設計と、ソフトウェア技術を含むデ

ジタル基盤に関する新規のサービスの提供の開始【基幹目標】 
５以上の領域におけるアーキテクチャ設計を実施し、令和５年度からの累計で４０点の水準を達成する。 
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② 未踏事業修了生の成果【基幹目標】 
未踏関係事業の修了生による新たな社会価値創出やアウトリーチ活動を、新技術の創出数（知的財産権に

関する出願・登録数や企業等との共同研究・開発テーマ設定数）、起業・事業化の資金確保数、ビジネスマッ

チング成立件数などで総合的に捉え、合わせて２２件以上とする。 

③ 企業におけるデジタル経営改革の推進 
ＤＸ推進指標による自己診断実施組織数（大企業に限る）について、令和６年度中に２２０組織以上増加させ

る。 
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２．デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を担うデジタル人材の育成推進 

【令和６年度における重要な取組】 

 我が国の「人材育成・ＤＸ推進エコシステム」の実現に向けて改革チームを立ち上げ、調査・分析に基づく

施策立案を行うとともに、デジタルスキル標準（ＤＳＳ）の見直し、「マナビＤＸ」の刷新、情報処理技術者試験

の運営改善、デジタル人材関連施策の普及・広報活動を改革施策につなげ、「人材育成・ＤＸ推進プラットフ

ォーム」の構築に着手する。 

（１）デジタルスキル標準の整備・情報発信 

① 企業・組織及びデジタル人材の変革に向けて、「人材育成・ＤＸ推進エコシステム」の在り方及びデジタル

人材に関する調査分析を行う。また、従来のＩＴ企業／事業会社、ＩＴ部門／ＤＸ推進部門といった枠組みを

超えて、共通テーマ（デジタル人材の定義、育成プログラム、実践の場、ＤＸ推進策等）を議論し共有する場

として各種コミュニティを企画し、施策案の検討、実施事例の共有、関係団体と連携した普及・促進活動を

行う。 

② ＤＳＳについて、各領域の専門的知見を有する有識者及び関連団体と連携し、生成ＡＩ等を踏まえた改訂、

周知・普及活動によるリスキリングの促進等を実施し、継続的な見直しプロセスを構築していく。また、引き

続き“学び直し”の指針であるＩＴＳＳ＋について、各領域の専門的知見を有する有識者及び関連団体と連

携し、適宜改訂を含む対応及び周知・普及活動を行う。 

③ 経済産業省が行う「第四次産業革命スキル習得講座認定制度」（通称：「Ｒｅスキル講座」）の拡充に向けた

施策の企画及び運用に対する支援を行う。 

（２）デジタル人材育成プラットフォームのポータルサイト「マナビＤＸ」を通じたデジタル人材育成

推進 

「マナビＤＸ」の運営を着実に実施し、デジタル人材・組織プラットフォームとしての「シン・マナビＤＸ」を構築

するとともに、「人材育成・ＤＸ推進プラットフォーム」に向けての必要な機能拡充を検討する。また、ＤＳＳや情

報処理技術者試験と連携した教育コンテンツなどの充実化を図るほか、関係省庁や関係機関等と連携した普

及・促進活動を行う。さらに、「マナビＤＸ」においてスキル標準の紐づけ等に係る講座の審査を行う。 

（３）国家資格・試験制度を通じたデジタル人材育成推進 

（３－１）情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の実施等 

① 令和６年度情報処理技術者試験、情報処理安全確保支援士試験として春期試験（４月）、秋期試験（１０

月）並びにＣＢＴ方式によるｉパス（ＩＴパスポート試験（随時））、基本情報技術者試験及び情報セキュリティマ

ネジメント試験（随時）について、着実に実施する。その際、デジタル化の進展やＩＴをとりまく環境変化、技

術の高度化、デジタル社会で広く求められるＩＴリテラシーなどを踏まえて、試験問題を作成する。また、試

験ＷＧ等の議論を踏まえ、情報処理技術者試験の制度や運営方法の抜本的な見直し方針を策定する。 

② 産業界・教育界（大学、高等専門学校、高等学校など）等に対する試験の周知を図るなど、応募者数増加

に資する取組等によって収益の維持・改善に努め、同試験の持続的な運営を行う。 

（３－２）国家資格「情報処理安全確保支援士」制度の着実な運営及び活用促進 
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① 情報処理安全確保支援士に係る登録申請の受付・審査、登録簿への登録、登録情報の公開、及び登録

資格の更新を行うとともに、情報セキュリティの最新動向や効果的なカリキュラム・研修手法を反映した教

材を用いた情報処理安全確保支援士向けの講習、及び同等以上の効果を有すると認められる講習（特定

講習）に関する業務を行い、制度の着実な運営に継続して努める。 

② 登録者数の更なる増加及び企業等における制度活用促進に向け、一般社団法人情報処理安全確保支援

士会等の関連団体との協働によるセミナー開催やポータルサイトでの情報発信等の普及活動を行うととも

に、情報処理安全確保支援士に対しては、一斉メールの配信、ポータルサイトによる情報公開等、ニーズ

に合った情報発信を継続して行う。 

（３－３）情報処理技術者試験のアジア展開 

情報処理技術者試験のアジア各国試験との同等性に関する相互認証及びその相互認証に基づくアジア共

通統一試験（ＩＴＰＥＣ試験）については、国際的にデジタル人材の拡充策の重要性が増す中、出題構成等の変

更に対応しながら、着実に試験を実施する。また、ＩＴＰＥＣ試験運用システムの更新について、各国での移行

まで含めて完了させる。 

 

【令和６年度の評価指標】 

① デジタルスキル標準及びＩＴスキル標準等の浸透 
ＤＳＳの各領域の専門的知見を有する有識者及び関連団体と連携し、生成ＡＩ等を踏まえた改訂、周知・普及

活動によるリスキリングの促進等を実施し、ＤＳＳ及びＩＴスキル標準等の情報アクセス数について、令和元年

度から令和３年度の平均アクセス数の１．２倍（２６１，４３８件）を達成する。 

② リスキリング支援機能等の強化【基幹目標】 
「マナビＤＸ」の運営を着実に実施するとともに、価値提供機能を継続的に強化、拡充することで、リスキリン

グを中心としたデジタル人材育成の拡大を図り、「マナビＤＸ」のアクセス数について、３０万件以上を達成す

る。 

③ 情報処理技術者試験制度の活用 
令和６年度情報処理技術者試験、情報処理安全確保支援士試験の応募者数について、デジタル化の進展

やＩＴをとりまく環境変化、技術の高度化、デジタル社会で広く求められるＩＴリテラシーなどを踏まえた試験問題

を作成するとともに、産業界・教育界（大学、高等専門学校、高等学校など）等に対する戦略的な広報等を検討

し、応募者数５４４，０９０人以上を達成する。 
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３．サイバー・フィジカルが一体化し、サイバー攻撃が組織化・高度化する中でのサイバーセキュリ

ティの確保 

【令和６年度における重要な取組】 

①  我が国の国民、産業界及び政府機関等のニーズに即応できるよう、令和６年度においては、サイバー状

況把握及び事案対処能力の強化、設計段階から脆弱性を低減させるためのセキュリティバイデザイン実現

のためのセキュリティ・アーキテクチャの強化、及び「誰も取り残さないサイバーセキュリティ」の実現を目指

し一般ユーザ・中小企業への対策支援の強化を行う。 

②  実践的な演習を提供することで社会インフラ・産業基盤におけるサイバーセキュリティ人材の育成を行い、

海外機関との連携強化を図るとともに、特に、高圧ガス保安法等に基づくインシデントの原因究明調査の体

制整備、教育等を行い、経済産業省の要請に基づく調査に対応する。 

（１）国家の安全保障／経済安全保障の確保への貢献 

（１－１）我が国の安全に重大な影響を及ぼす脅威への対応 

① 深刻化かつ増大する標的型攻撃や新種のマルウェア等による重大な影響を及ぼし得るサイバー攻撃の

情報や予兆を収集集約・分析し、サイバー攻撃の脅威や傾向、それをとりまく情勢を総合的に評価し、政

府関係機関や関係主体への情報共有を強化・拡大するとともに、被害の未然防止のための措置や高度な

対策等の提案、さらには、被害発生時における初動対応措置や対応策検討の的確な支援を行う。 

a. 国家支援型の標的型サイバー攻撃被害組織等に対するサイバーレスキュー活動を実施するとともに、

脅威情報の提供等を通じて、積極的な被害予防活動を実施する。 

b. サイバー情報共有イニシアティブ（Ｊ－ＣＳＩＰ）の運用を着実に継続し、より有効な活動に発展させるよう、

分析能力の強化、共有情報の充実等を図る。また、Ｊ－ＣＳＩＰ参加関係主体と政府関係機関の間の橋渡

し役として、我が国の安全に重大な影響を及ぼす脅威に関する情報共有を強化する。 

c. 機構が有する情報収集の枠組みを有効に活用し、国内外の情報収集源を拡大するとともに、得られた

サイバー脅威情報を集約、トリアージ、分析評価の体制を強化し、サイバー状況把握力の強化を図るとと

もに、政府関係機関等との情報共有に努める。 

d. サイバー状況把握に資するサイバー空間上の直接的、間接的、副次的脅威情報を収集分析し、対処支

援に資するとともに、機構が有する情報共有枠組や発信媒体を通じて、脅威評価を広く共有・発信する。 

② 国民一般及び関係主体からの相談・問合せに対応するための相談窓口のサービス機能を強化するととも

に、関係機関や関係主体との連携強化を通じて、マルウェアや不正アクセス等の情報収集源を拡大し、前

述の分析評価、情報共有や対策等に資する。 

a. 経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス及び不正アクセス被害の届出受付を行いつつ、届出

状況を公表する。また、公開被害情報等を起点とした被害組織からの情報収集力を強化し、届出の質及

び量の向上に努める。 

b. 「情報セキュリティ安心相談窓口」を引き続き運営するとともに、さらに広く国民一般に対するサービス及

びサポートする体制を強化する。 

c. 中小企業に対する相談対応等、サービス及びサポートする体制を強化する。 

d. 外部組織との連携の活性化や情報収集チャネル拡大等により、相談対応品質及び問題解決能力の向

上、相談対応機会の拡大を図る。対策情報など有用な情報は各所と共有し、国全体として相談対応品質
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及び問題解決能力の向上を図る。 

e. 相談対応や各所との情報共有で得られた脅威情報や被害状況の収集及び分析に努め、政府関係機関

と共有する。また、手口の検証を実施し、対策ノウハウの蓄積に努めるとともに、国民等への情報提供を

行う。 

（１－２）経済安全保障上の重要分野（重要インフラ、戦略産業、重要サプライチェーン）のサイバ

ーレジリエンス向上支援 

① 高圧ガス保安法等に基づく保安に係るインシデントの原因究明調査について、引き続き体制（人員、教育

等）を構築するとともに、経済産業省の要請に基づいて実施する。 

② 制御システムの安全性・信頼性検証事業 

a. 関係府省等の要請に応じて、原因究明調査を実施する。 

b. 経済産業省が進めている「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク」の策定・普及活動に

協力し、必要に応じて改訂等に向けた検討を行う。 

③ 我が国の社会インフラ・産業基盤に係る制御システムの安全性・信頼性に関するリスク評価手法の浸透を

図る。 

a. 制御システムのセキュリティについて、標準化動向、業界動向等に関する情報を調査するとともに、「制

御システムのセキュリティリスク分析ガイド」の実践研修開催等による普及活動を実施する。 

b. 重要インフラ、戦略産業に係る制御システムのリスク分析等を通じて抽出したノウハウを文書化し、当該

各業界で共有可能な個別業界向けリスク分析ガイドを作成する。 

c. 経済産業省や重要インフラ、戦略産業を所管する省庁と協議の上、重要インフラ、戦略産業に係る制御

システムの安全性・信頼性に関するリスク分析支援を行う。 

④ 重要サプライチェーン（サイバー攻撃によって国及び国民の安全安心や経済社会活動に重大な影響を及

ぼす恐れのあるサプライチェーン）を担う中小企業のサイバーセキュリティ対策強化に向け、ガイドライン、

自己宣言制度、サイバーセキュリティお助け隊サービス制度等の活用支援を重点的に強化する。 

a. 重要サプライチェーンについて、業界団体や関係省庁等と連携して、中小企業の情報セキュリティ対策

ガイドライン、ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＡＣＴＩＯＮ制度、サイバーセキュリティお助け隊サービス制度等の活用支援に

重点的に取り組む。 

（１－３）政府機関等のセキュリティ対策の支援 

① 政府機関の要請に基づく独立行政法人等の情報システムの監視を実施する。また、内閣サイバーセキュ

リティセンターの監督の下、複雑化・巧妙化しているサイバー攻撃に対応するため、最新の技術を用いて

監視・分析等の機能強化を図る。 

② サイバーセキュリティ戦略本部からの委託により、独立行政法人等の情報セキュリティに関する監査を実

施する。また、デジタル庁からの委託により、デジタル庁が整備・運用するシステムの監査を実施する。 

a. サイバーセキュリティ戦略本部からの委託により、独法等の情報セキュリティ監査を実施する。 

b. デジタル庁からの委託により、デジタル庁が整備・運用するシステムの監査を実施する。 

③ クラウドサービスの安全性評価に係るＩＳＭＡＰ制度（ＩＳＭＡＰ－ＬＩＵを含む）の運営・審査業務を実施し、登

録が認められたクラウドサービスのリストを公表する。また、クラウドサービスの安全性評価の枠組みや管

理基準等について、最新の技術的動向や海外動向の調査を行う。さらに、制度所管省庁とともに、制度運
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営や審査効率化等の改善についての検討を行う。 

④ 政府調達における「ＩＴ製品のセキュリティ評価及び認証制度」の効果的な活用方法を促すために、最新の

状況に合わせた「ＩＴ製品の調達におけるセキュリティ要件リスト（調達要件リスト）」の改訂をはじめとする、

必要な情報提供等を行う。 

（１－４）国際関係の維持・強化（政府関係機関としての連携強化） 

① 海外の人材育成を行う機関における施策等について調査を行い、産業サイバーセキュリティセンターが連

携強化すべき海外主要機関を見定めていくとともに、当センターの活動について海外への情報発信に取り

組む。 

② 経済産業省及び米欧との協力の下、ASEAN諸国を含めたインド太平洋地域向けの産業制御システムサ

イバーセキュリティ演習におけるハンズオン演習プログラム等について企画、運営を行う。 

③ 国内外のセキュリティ関連機関との連携、国際会議や標準化団体への参加等を通じて、セキュリティに関

する最新情報の収集や国際標準化を含めた国際整合性の確保等に取り組むとともに、得られた情報につ

いて機構が行う事業への反映や情報発信等に活用する。 

（２）「誰も取り残さない」サイバーセキュリティの確保と各主体の自主的なセキュリティの取組を支

えるインフラの提供 

（２－１）中小企業の底上げ支援と国民のリテラシー対策 

① 中小企業が情報セキュリティ対策を身近な課題として捉え、自発的に対策を行う気運を高めるべく、中小

企業が関連する様々な団体や制度及び機構内各施策との連携を図りつつ、情報処理安全確保支援士等

の専門家も活用し、ガイドライン、自己宣言制度、サイバーセキュリティお助け隊サービス制度等の普及を

行う。 

a. 各地域の支援組織等に対する講師派遣やセミナー支援等を行い、地域でのサイバーセキュリティ対策

実施に向けた機運を高める。 

b. サイバーセキュリティお助け隊サービス制度の運用を着実に行うとともに、サイバー状況把握の仕組み

構築のための同制度の活用について検討を行う。 

c. 「ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＡＣＴＩＯＮ制度」の運営や受付業務を円滑に実施し、中小企業等のサイバーセキュリティ

対策への重要性の認識を高める。また、同制度の利用を推進するため、他の行政機関等が実施する補

助事業との連携体制を構築する。 

d. サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム（ＳＣ３）の運営の支援や同団体の活動との連携

を行い、中小企業を含むサプライチェーン全体でのセキュリティ強化に向けた取組を推進する。 

e. 各地域でサイバーセキュリティ対策支援を実施する自治体、県警、団体等との連携体制を構築し、情報

の共有やイベント等への出席等を行い、より積極的に協力を行う場合は連携協定等を締結する。また、

地域でのサイバーセキュリティ活動を推進するため、各地域のプレゼンターの講師派遣等を行う。 

f. 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインの普及や映像コンテンツの作成等を行い、中小企業や国

民一般のサイバーセキュリティ対策についての意識向上を図る。 

g. 中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の現状や、これまでに機構が実施した中小企業向けサイバ

ーセキュリティ対策の効果を把握するための情報収集を行う。 

h. 機構におけるサイバーセキュリティ支援策を効率的に提供するため、対策支援システムの運用と更改を
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行う。 

② 広く企業及び国民一般にサイバーセキュリティ対策の重要性を知らしめるため、地域で開催されるサイバ

ーセキュリティに関するセミナー等への講師派遣等の支援、セミナーの開催、各種イベントへの出展、セキ

ュリティ教材等の作成、普及啓発資料の配布、啓発サイトの運営等を行う。 

a. サイバー攻撃等に関する情報の収集・分析や提供・共有に対するフィードバック及び調査結果等をもとに、

広く企業及び国民一般に、効果的・効率的にサイバーセキュリティ対策を普及啓発するためのコンテンツ

を作成するとともに、各種イベントへの参加、講師の派遣等を行い、更なる普及啓発に取り組む。 

③ 機構が提供する情報などが、必要とされる現場に届き、有効に活用されるようにするため、個々の現場に

近い団体等との連携を拡大させるなどにより、情報提供チャネルの拡大及び連携の強化を図る。 

a. 関係機関、全国の民間団体等の協力の下、標語、ポスター等の作品制作、学校全体としての取組事例

に関するコンクールの実施等により児童・生徒への情報セキュリティの普及啓発、情報モラル向上の啓

発に取り組み、さらに作品を活用した情報発信を実施する。 

（２－２）自主的なセキュリティの取組を支えるインフラの提供 

① 「脆弱性関連情報届出受付制度」を引き続き着実に実施するとともに、関係者との連携を図りつつ、脆弱性

関連情報を迅速かつ確実に提供する手法を検討する。また、統合的な脆弱性対策情報の提供環境を整備

し、開発者、運用者及びエンドユーザに対して、脆弱性対策情報の活用を促す。 

a. 経済産業省の告示に基づき脆弱性関連情報の届出を受け付け、ウェブサイト運営者への提供や、ＪＰＣ

ＥＲＴ／ＣＣとの連携のうえ製品開発者（ソフトウェア製品及び組込み機器）へ提供し、四半期毎に届出の

受付状況を取り纏め公開する。また特定の組織に対して影響の大きい脆弱性関連情報を優先的に提供

する。 

b. 「情報システム等の脆弱性情報の取扱いに関する研究会」において脆弱性関連情報を迅速にかつ的確

に提供する手法や届出制度の改善策を検討する。 

c. 「ＪＶＮ ｉＰｅｄｉａ」（脆弱性対策情報データベース）及び「Ｍｙ ＪＶＮ」（脆弱性対策情報共有フレームワーク）

の運用を引き続き行う。 

d. 脆弱性情報の自動取得機能やインフラ環境の強化に向け｢ＪＶＮ ｉＰｅｄｉａ｣及び「Ｍｙ ＪＶＮ」の整備を進め

る。 

e. 脆弱性対策を促進するための各種ツールや各種サービス及びガイドライン等を提供する。また脆弱性対

策を普及・啓発するためにセミナー等を開催するとともに、地域で開催されるセミナーへの講師派遣等の

支援を行う。 

② 最新の脆弱性情報や攻撃・被害情報を収集・分析し、情報共有や注意喚起による危険回避や対策の徹底

を図り、サイバーセキュリティ上のリスク低減を促進するとともに、組込み機器等の脆弱性に関する対策の

提示等を行う。 

a. サイバーセキュリティに関わる最新状況等を適宜収集し、必要に応じてタイムリーに注意喚起等による対

策情報等を公表する。 

b. 組込み機器等に対する脆弱性対策のためのガイドラインを提供する。 

c. 組込み機器等に対する脆弱性対策に関する普及啓発を行う。 

③ サイバー空間を巡る市場の動向や新技術を活用した環境の変化を的確に捉え、広く情報収集を行い、先

進的取組の実態、技術動向や社会動向、利用者・攻撃者の心理等から分析を行い、情報セキュリティ白書
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等により必要な情報提供を行うとともに、ガイドラインや支援ツールの普及啓発を図り、各主体の自主的な

セキュリティ対策に資する。 

a. 「情報セキュリティ白書２０２４」を作成する。 

b. 内部不正防止対策の啓発のため、「組織における内部不正防止ガイドライン」の普及を図り、営業秘密官

民フォーラムの活動を通して秘密情報の保護を推進するための情報発信を行う。また、企業等における

重要情報や営業秘密の保護、情報漏えいに係るインシデント・管理状況・対策等の実態調査・分析を行

う。 

c. ＡＩ等サイバー空間の新技術を活用した環境の変化、複雑になるサプライチェーンを狙った攻撃や対策の

動向について、広く情報収集を行い、分析し、今後想定されるリスクに対する方向性を検討する。 

d. サイバーセキュリティ経営ガイドラインの利活用を促進するため、講演、セミナー等を通して、経営ガイド

ラインプラクティス集と可視化ツールの普及啓発を図るとともに、プラクティス・ナビを見直し、利用しやす

くすることにより、企業や組織のサイバーセキュリティ対策の取組を促進する。 

（３）人材育成の推進とサイバー技術の活用促進 

（３－１）社会インフラ・産業基盤における中核人材育成 

① 社会インフラ・産業基盤を有する企業・機関において、制御技術（ＯＴ）及びＩＴシステムのリスクを認識しつ

つ、必要なサイバーセキュリティ対策を総合的に判断できる人材を育成するため、中核人材育成プログラ

ム及び短期プログラムを提供する。 

② ＩＴシステムからＯＴシステムまでを想定した模擬システム等を中心に、安全性・信頼性の検証や早期復旧

に係る演習プログラムのための実践的な演習環境を提供する。併せて、円滑な演習のための最先端の設

備を維持するとともに、模擬システム等の拡充を行う。 

③ サイバーセキュリティ人材育成の強化が必要な分野として、船舶、石油・化学、ガス、自動車・自動車部品、

防衛産業など、人材育成プログラムへのプロモーション活動とともに対策について情報発信を行う。 

④ 中核人材育成プログラム修了者コミュニティ「叶会」に受講者の参画を促し、活動が円滑に推進するよう支

援する。大規模イベントを通じて中核人材育成プログラムの受講者及び修了者の成果や取組を広く社会に

公表するとともに、日本全国において修了者の講演や記事投稿の機会を創出する。 

⑤ 情報収集分析環境を活用し、調査分析結果や成果を社会に還元しつつ分析環境の改善及び充実を図る。

また、人材育成プログラムの受講者等へサイバーセキュリティに関する最新情報等を提供する。 

（３－２）若年層の優秀なセキュリティ人材の発掘・育成 

① 学生を対象とした情報セキュリティ人材の発掘・育成のため、セキュリティ・キャンプ全国大会とセキュリテ

ィ・ネクストキャンプ、小中学生を対象としたセキュリティ・ジュニアキャンプを開催するとともに、１～２日間

の専門講座等の形式でセキュリティ・ミニキャンプ（地方大会）を開催する。 

② セキュリティ・キャンプ全国大会、セキュリティ・ネクストキャンプ、セキュリティ・ジュニアキャンプ及びセキ

ュリティ・ミニキャンプ（地方大会）において、セキュリティ・キャンプ修了生の中から適切な人材を講師やチ

ューターに登用し、継続的な自己研鑽の場として、また指導者としての経験を深める場としての活用を図る。

また、セキュリティ・キャンプ修了生に対する情報セキュリティに関する講演会の開催・修了生の組織化へ

の取組等（セキュリティ・キャンプフォーラムの実施を含む）を行い、サイバーセキュリティ関係者やセキュリ

ティ事業者などとの有機的な繋がりを通じ、セキュリティ人材ネットワークの活性化を図る。 
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（３－３）ＩＴ製品セキュリティの認証と暗号の調査と活用促進 

① ＩＴ機器等のセキュリティの信頼性確保に向け、ＣＣＲＡによる監査（ＶＰＡ）受検や認証業務効率化を通じ、「Ｉ

Ｔ製品のセキュリティ評価及び認証制度（ＪＩＳＥＣ）」及び「暗号モジュール試験及び認証制度（ＪＣＭＶＰ）」の

効率的な認証業務を推進する。また、国策レベル案件でのＪＩＳＥＣ認証の活用要望に対する体制の在り方

について関係機関とともに検討を行い、その結論に基づき、必要な対応を取る。また、「適合性ラベリング

制度（仮称）」を新規に創設し、スキームオーナーとして制度運営・適合性評価・ラベル発行業務を行う。ま

た、欧米との相互承認に向けた議論を開始する。 

② ＣＲＹＰＴＲＥＣ暗号リストの適切な維持・管理のため、同事務局を引き続き務めるとともに、暗号技術の適

切な利用／運用を促進すべく、暗号技術の利用／運用面での現状・動向等の調査及びガイドライン・ガイ

ダンス等による情報提供を行う。 

 

【令和６年度の評価指標】 

① 国の安全保障の確保への貢献【基幹目標】 
情報の分析・脅威評価を国に提供することや人材育成支援等を通じて、国の安全保障の確保に貢献した度

合いについて、関係機関の満足度調査を行い、上位回答を２／３以上とする。併せて、機構による標的型攻撃

を中心とした情報の分析・脅威評価の提供を通じて、政府の政策への貢献を目指す。また、重大なサイバーセ

キュリティインシデントの発生状況に係る参考指標として、大規模サイバー攻撃事態における官邸連絡室が設

置された件数を把握する。 

② 海外機関との連携の強化 
海外主要機関との関係構築を図り、継続的な意見交換を実施する機関数を７機関以上とする。 

③ 連携組織との協働による施策の普及拡大 
令和６年度において、１０以上の自治体・中小企業等の関係団体と連携する。併せて、連携組織との関係を

継続し、より深化させていくことがサプライチェーン全体のレジリエンス向上の観点で重要であることから、ＭＯ

Ｕ締結等の関係構築を図り、継続的な情報提供等を行う。 

④ 社会インフラ・産業基盤のサイバーセキュリティリスクに対する取組促進 
第５期中核人材育成プログラム以降の修了者の活動数について、３６０件以上とする。（修了者の所属企業

での取組件数に加え、社外でのセミナー、カンファレンスでの講演、業界紙等への寄稿、人材育成プログラム

等の支援など、社会のサイバーセキュリティ向上に貢献する取組をカウントする。） 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

【令和６年度における重要な取組】 

 機構の人材強化を最優先としつつ、政府方針等を踏まえ、人員・予算等を最適化するとともに、持続可能

な体制を目指した組織ガバナンスの仕組みを充実させる。 
 また、各業務に応じた複線型キャリアパス等の人事制度の検討や外部リソースの活用を含む人事業務の

見直し、効果的かつ効率的な予算執行のため新財務会計システムの本格導入を実施する。 
 さらに、業務の高度化に向けて機構内のＡＩ・データの利活用を促進するとともに、災害やセキュリティイン

シデントに対して強靭なＩＴ基盤の整備を進める等、ＩＴガバナンスの向上を図る。 

１．機動的・効率的な組織・業務の運営及び人材確保等 

（１）機動的・効率的な組織・業務の運営 

① 第五期中期目標期間において、機構のミッションを有効かつ効果的に果たすため、理事長等のリーダー

シップの下、機構の各事業について、業務運営の不断の見直しを行い、リソースを適切に配分する。 
業務運営の見直しに当たっては、前年度の機構内部における自己評価結果に加え、主務大臣による評

価結果やその過程で得られた外部有識者からの意見・助言等、第三者からの客観的な評価・意見等を踏

まえ、必要に応じて既存事業の改廃や新規事業の開始、組織体制の変更も検討する。 

② 事業の実施に際しては、令和６年度計画における各目標の達成や各措置の適切な実施を常に意識して

業務を遂行する。上期終了時点などにおいて、各措置の進捗状況や課題（前年度の自己評価や主務大臣

の評価等により抽出された課題等を含む）の把握、方針の検討、必要な対応を行う等のＰＤＣＡを実施す

る。 

③ 機構全体に関係する重要課題や業務運営の進め方について、各部・センターの統括部門である企画グル

ープの代表者で構成される戦略企画委員会をはじめとする会議において、全体の視点から議論・検討を

行い、組織横断的な課題に適切に対応する。 
また、機構が行う事業について、関係する部署間での情報共有や共通する課題の検討を行い、部門間

の連携、縦割りの排除、事業の相乗効果発揮等を促進する。 
これらの取組により、機構全体としての業務運営の最適効率化を図る。 

④ 機構の業務を機動的・効率的に運営するため、令和６年度計画に基づき実施する事業に関する計画（事

業計画）、令和６年度に実施する情報システムの整備に関する計画（情報システム全体計画）及び人材確

保に関する計画（人事計画）を策定し、これらの計画に基づいた事業等が適切に実施されているかなど進

捗状況を定期的に確認し、改善につなげていく。 
また、調達プロセスについては、財務課題に関する検討会等の場を活用して、国や他の独立行政法人

のベストプラクティス、機構内の業務実態や改善ニーズに関する調査から得られた結果を踏まえ、効率的

な業務執行のために必要な措置について、例えば、目標値の設定や施策の構築等を念頭に、包括的に議

論を行い、マニュアル類の修正や職員研修等を含めて、随時に見直しを図ることで、継続的な改善活動を

推進する。 

⑤ 機構のＤＸに関する取組を組織横断的にけん引・支援する組織体制の構築等の施策を通じ、令和６年度に

おいては、ＤＸ推進指標の自己診断結果について成熟度レベル平均スコア２．２を目指す。 
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a. 挑戦を促し失敗に学ぶプロセスの設計、ＫＰＩ設定、プロジェクト評価、人事評価、予算配分及び外部組織

連携等についての仕組み並びにこれらの仕組みの実行・改善を担う組織の設置に向けた準備及び人員

配置の検討を実施する。 

b. デジタル人材の育成・確保目標の設定、育成・確保計画の立案、人員配置の検討を実施する。 

c. 業務改革を組織的、継続的に推進するための体制整備を行い、業務改革の進め方について機構内部

に周知する。また、業務の標準化及び情報の一元化に向けて、業務の可視化、業務フローの見直し及び

業務に関するデータ構造の可視化を実施する。 

（２）人材確保等 

① 組織への専門性の蓄積及び安定的な業務遂行体制確保の観点から、期待する役割等に応じた適切な属

性（プロパー・嘱託・出向等）を考慮した上で、質の高い人材の量的確保に向け、民間求人サイトの活用な

ど、より効果的な採用手法の導入や、採用時期の適正化（機動的な採用プロセス、計画的な経験者採用）、

都市部に偏らないプロモーション活動など、採用活動の強化を図り、組織全体としての最適効率を目指

す。 

② 機構の「働き方改革」について、働きやすさを促進するデジタル環境を整備し、デジタルコミュニケーション

ツール等の選定及びサテライトオフィスにおける実地検証を実施する。 

③ 複線型キャリアパスに基づく職種の構築・導入に向け、他組織の事例も参考にしつつ、給与体系を含む制

度設計を実施し、移行措置も講じたうえで令和７年度に新制度を導入する。 
また、職員の中長期的な育成を図るため、研修実施計画を策定し、同計画に基づく階層別研修、職員全

般に必要とされる知識や行動を習得するための基本研修、職員のニーズ等を踏まえた目的別・テーマ別

研修等を実施する。職員の幅広い知見の蓄積を目的とした１ｈセミナーの開催機会拡大、キャリアパスに

応じた知識・スキルを手軽に学習できるリスキルライブラリ研修の本格導入、デジタルリテラシー研修（ｉパ

ス等受験料補助）の拡大検討など、研修制度の充実を図るとともに、研修の受講履歴をタレントマネジメン

トシステムで管理し、履歴情報を研修の企画等に活用する。 

④ タレントマネジメントシステムを継続活用し、職員の保有スキルや業務経験等の人材情報基盤の整備、可

視化を図るとともに、職員の能力発揮、組織のパフォーマンス向上を図るための戦略的な人材配置・育成

等に取り組む。また、事業計画上の重点事項の業績評価への反映をはじめ、業務内容やチャレンジング

な取組、職責等に応じた業績や能力発揮状況が適切に評価できるよう業績／能力評価制度の見直しを行

い、その結果に基づく処遇とする。 

⑤ 機構が行う専門性・特殊性の高い業務を遂行する人材を確保するため、成功報酬型人材採用サービスの

活用を含め、市場競争の中でも優秀な人材を確保できる採用方法・雇用形態・処遇・評価制度等の検討を

行い、適宜人事制度の見直しを図り、令和７年度より導入することを目指す。 
また、例えば給与事務ＢＰＯなど、人事業務・プロセスの見直し・改善を図っていく。 
さらに、機構全体の給与水準について、国家公務員及び機構と就職希望者が競合する業務に属する民

間事業者等との比較等により、業務内容等に応じた適正なものとなっているかの検証を行い、高度人材確

保のために特定任期付職員に関する規程等の給与水準を見直すなど、令和７年度に導入する人事制度を

検討するとともに、検証結果や取組状況を公表する。 

⑥ 業務内容の拡大に対応し、出向元組織からの受入れの効率化や採用チャネルの拡大に努め、多様かつ

時宜を得た外部人材の確保を図る。 
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２．業務経費等の効率化 
運営費交付金を充当して行う業務については、新規に追加されるもの、拡充分及び特別事業費を除き、一

般管理費（人件費及びその他の所要額計上を必要とする経費を除く｡）について前年度比３％以上、業務経費

（人件費及びその他の所要額計上を必要とする経費を除く。）について前年度比１％以上の効率化を行う。 

３．調達の効率化・合理化 
（１） 公正かつ透明な調達手続による適切で迅速かつ効果的な調達を実現する観点から、「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取組の推進について（平成２７年５月２５日総務大臣決定）」を踏まえ、引き続き、毎年度

策定する「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施する。 
調達等合理化計画に基づき、契約の適正化を推進することとし、財務部内に設置した契約相談窓口による

事前確認により、事業の目的に合致した入札・契約方法の選択及び手続の適正化を推進し、やむを得ない

案件を除き、一般競争入札等（競争入札、企画競争及び公募をいう。）により調達を行うとともに、これら契約

状況を適時適切に公開する。また、事前確認の際、予算額の考え方等について聞き取り・助言を行う。 
結果として、一者応札・一者応募となった場合には事後調査を行い、問題点を把握し、今後の調達におい

て改善に努める。 

（２） 入札・契約の実施方法及び一者応札・一者応募となった契約案件並びに過去の一者応札案件の改善状況

について、契約監視委員会を２回以上開催して、委員の点検を受ける。また、入札・契約の適正な実施につ

いて、監事等の監査を受ける。 

４．ＩＰＡ－ＤＸの推進等を通じた業務運営の効率化 
（１） デジタル技術の円滑な導入を可能とするため、事業運営方針と情報システム化計画との整合を図り、ＩＴガ

バナンス整備及びプログラム管理を実施する。 

① ＰＭＯ（Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｆｆｉｃｅ）によるＩＴポートフォリオ管理を通じて、経営資源の最適化に向け

た施策を立案する。 

② ＰＭＯにより、「情報システム全体計画」のモニタリング、情報システムの企画及び審議等のプロセスを通じ

て、ＰＪＭＯ（ＰｒｏＪｅｃｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｏｆｆｉｃｅ）への実務的支援、情報システムの投資対効果の精査を実施

する。 

（２） 機構の事業継続性向上及び業務の安定稼働のための環境整備を目的とした情報システム構築やサービ

ス等の検討・導入を進める。政府の「クラウド・バイ・デフォルト原則」に沿って、機構が新規事業開始や既存

システムのリプレースに当たってクラウド上に早期に情報システムを構築できる環境を目指し、「ＩＰＡクラウ

ド」の要件を確定し、令和８年度の正式稼働に向けた設計を開始する。 

① プライベートクラウドのセキュリティ環境や仮想環境を整備し、災害や今後の本部移転に備え、各事業を実

施している情報システムの移設を行う。 

② パブリッククラウドの利用を促進するために、機構内情報システムの移行計画を立案する。 

③ 将来の「ＩＰＡクラウド」環境でのゼロトラストセキュリティ実現について要件定義を行う。 

（３） 機構業務のデジタルトランスフォーメーション（「ＩＰＡ－ＤＸ」）について、国民へのサービス向上の観点及び

日本政府の政策立案機能強化の観点から、情報システムの利用者に対する利便性の向上（操作性、機能性

等の改善を含む。）や、データの利活用及び管理の効率化に継続して取り組むなど、デジタル技術を活用し
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た施策を実施する。 

① 利用者の利便性向上・ニーズ把握を目的とした機構横断的な統合ＩＤシステム（ＩＰＡ－ＩＤ）の実現に向け、

適用事業を１つ定めて、ＩＰＡ－ＩＤを活用したマーケティングオートメーション（ＭＡ）の要件定義（「ＩＰＡクラウ

ド」上での実装方法を含む）を確定し、実装に着手する。 

② ＡＩ及び大規模データに基づく調査活動の自動分析・評価システムについて、生成ＡＩ等を活用した分析方法

を確立し、支援体制を構築するとともに機構の事業または業務に適用する。 

③ 機構内のＤＸカルチャーの醸成を図るため、職員向けＤＸ関連研修の支援、ＤＸコンテストの企画、ＤＸ意識

調査等を実施する。 

（４） 「ＩＰＡ－ＤＸ」について、内部の業務改革推進の観点から、情報システムの利用者に対する利便性の向上

（操作性、機能性等の改善を含む。）や、データの利活用及び管理の効率化に継続して取り組むなど、職員

のニーズを踏まえた上で、デジタル技術を活用した施策を実施する。 

① ＲＰＡやノーコード開発ツール等の安定稼働を通じて、機構の業務改革及び業務効率化を推進する。 

② 業務効率と導入コスト適正化、個別導入の手間の削減、利用ノウハウの共有を目的に、機構標準とするＳ

ａａＳを検討する。 

③ 役職員の情報へのアクセス効率向上を目的とし、情報の保存ルールの整備並びにＩＰＡポータルのサイト

構造の整理及びコンテンツの整理を実施する。加えて、エンゲージメントプラットフォームとの連携を実施

する。 

④ 機構内の業務プロセスの統廃合をはじめとした業務改革を推進する。特に、管理部門に係る業務のモデ

ル化を行い、そのモデルに沿った業務アプリケーション開発を実施する。 

（５） 効効果的かつ効率的な予算執行を図るべく、管理会計の観点から、より精度の高い予実管理を行うととも

に、迅速な経営判断の実現に資するＩＴツールの導入を実施する。 

（６） ＤＸ推進指標に基づき、組織・制度等を含む事業運営基盤の見直し、ＩＴガバナンスの構築を実施する。 

（７） 令和５年度から進めている「ワークプレイス最適化」に関する調査を実施し、事業に係る拠点機能を整理す

ることで、業務の効率化に向けた勤務環境について検討等を行うとともに、生産性向上のため、サテライトオ

フィスを運営し、利活用を促進する。 
また、ＩＣＴも活用した業務効率化の観点から、法人文書については、実態に即した適切な管理に加え、法

人文書管理システムの効率的な運営を行う。クラウド型電子契約サービスについては、法令との関係で電子

契約ができない契約類型を除いて、原則機構内の契約案件への適用を検討し各部門への利用展開をさらに

推進することで効果的な業務運営を目指す。その他、機構内ペーパーレス化を促進し、令和６年度中に事業

部門の文書についても電子化を進める。 
さらに、新しい働き方の確立や業務効率の改善を図るべく、タブレット形式のＩＴ機器を業務で必要とする職

員に配布する。 
そして、役職員等の作業を円滑かつ安全に行うことができるよう、共通基盤システム及び基幹業務システ

ムの運用管理・維持管理業務を確実に遂行する。 
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Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１．運営費交付金の適切な執行管理 
（１） 運営費交付金を充当して行う事業については、その必要性等に応じた財源の最適配分（人員、予算等）を

行うとともに、事業計画等に基づいて、適切かつ効率的に執行する。 

（２） 「独立行政法人会計基準」等に基づき、業務達成基準を原則とし、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管

理することで、予算執行管理を適切に行う。 
なお、足下の予算の執行状況については、事業計画や契約の進捗や実績などを通じて常に把握し、定期

的に役員会に報告するとともに、予算と実績の乖離が見込まれる場合には、その要因を厳格に分析し、速や

かに適正化を図るなど予算管理に反映させる。 

（３） 機構の財務内容等の透明性を確保する観点から、決算情報の公表の充実等を図る。 

２．自己収入の拡大 
公的取組には無償で参加しつつ、更なる自己収入の増加を図る観点から、受益者が特定でき、受益者に応分

の負担能力があり、負担を求めることで事業目的が損なわれない業務については、経費を勘案して、適切に受

益者負担の拡充を図るとともに、例えば、社会インフラ・産業基盤における高度なセキュリティ人材を育成する中

核人材育成プログラムの受講者の拡大、サイバー攻撃被害への初動対応支援に関して、大規模な被害が懸念

されるために政府機関から要請がある場合や支援先組織のニーズ・意向がある場合における有償での対応、機

構が運営するマナビＤＸにおける講座掲載料や広告掲載料の徴収等を通じた更なる自己収入の拡大に向けた

検討を行う。なお、未踏事業については、当該事業の目的が損なわれない自己収入策（未踏事業終了生等から

の寄付金の募集等）を検討する。 

３．試験勘定の採算性の確保 
情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の持続的な運営を可能とするため、産業界・教育界

（大学、高等専門学校、高等学校など）等に対する試験の周知を図るなどＩＴパスポート試験等の応募者の増加に

資する取組を実施するとともに、高度試験等の見直し等による支出削減や業務見直しに努め、事務の活性化・

効率化及び収支の改善を図るものとする。 

４．地域事業出資業務（地域ソフトウェアセンター） 
（１） 地域事業出資業務については、令和４年度決算額と比較して、令和６年度末までに関係会社株式評価差額

金の増加及び経常収益合計の額で１億円以上確保する。 
そのために、地域ソフトウェアセンターの経営状況について、中間決算及び年度決算見込等の資料提出を

求めることにより的確に把握し、また、様々な機会を捉えて経営者との情報交換を密に行うことにより指導・

助言等を積極的に行い、センターの経営改善を図るとともに、適切な配当を求めるものとする。 

（２） 以下の基準に該当するものは、他の出資者等との連携の下に、抜本的な改善策について協議を進め、当

該期間中に解散に向けた取組を促すものとする。 

①経営改善を行っても、繰越欠損金が増加（３期連続を目安）又は増加する可能性が高い場合 

②主要株主である地方自治体・地元産業界からの支援が得られない場合 
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５．金融業務（債務保証管理業務）の適切な管理 
保証債務の残余管理については、保証先の決算書の徴求等を適宜行うとともに、金融機関とも連携して債権

の保全を図る等適切に実施する。 
 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算（別紙参照） 
総表（別紙１－１） 
事業化勘定（別紙１－２） 
試験勘定（別紙１－３） 
一般勘定（別紙１－４） 
地域事業出資業務勘定（別紙１－５） 

 

２．収支計画（別紙参照） 
総表（別紙２－１） 
事業化勘定（別紙２－２） 
試験勘定（別紙２－３） 
一般勘定（別紙２－４） 
地域事業出資業務勘定（別紙２－５） 

 

３．資金計画（別紙参照） 
総表（別紙３－１） 
事業化勘定（別紙３－２） 
試験勘定（別紙３－３） 
一般勘定（別紙３－４） 
地域事業出資業務勘定（別紙３－５） 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

運営費交付金及び業務運営に係る資金などの遅延による暫定立替え、その他予見の難しい事象の発生等に

より資金不足が生じた場合、短期借入金限度額（３０億円）の範囲内での借入を行う。 
 

Ⅵ．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関す

る計画 

なし 
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Ⅶ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 
 

Ⅷ．剰余金の使途 

剰余金が発生したときは、機構のパフォーマンス向上のため、業務の推進及び拡充、広報活動の充実、職員の

研修の充実、施設・設備の整備に係る経費に充てる。 
 

Ⅸ．その他業務運営に関する重要事項 

１．Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実現に向けた、デジタルエコシステムの創出 
デジタル社会を形成する多様なプレイヤーが連携し活躍することで経済発展する姿であるデジタルエコシステ

ムを実現するためには、機構が中核組織となり、産学官の連携の下、テクノロジーや制度面を含む社会基盤とし

てのデジタル基盤を整備し、また、アーキテクチャ設計やデジタル基盤提供の推進、デジタル人材の育成推進及

びサイバーセキュリティの確保に対応する専門的な人材などの集まりである「ＩＰＡコミュニティ」を形成していくこ

とが必要であり、これに向けて、機構の各事業を一体的に進めていく。 
具体的には、各事業を一体的に実施する組織体制を整備するとともに、役員と各部門長が、機構に求められ

る機能やサービスの高度化に向けた業務の方向性や業務運営体制等について議論・共有を行い、共通認識を

もって一体的に事業を進めていく。これを踏まえ、各事業を更に高度化して取り組むとともに、戦略的な調査・広

報の推進などにより機構を取り巻く人・組織をつないでいくことで、デジタルエコシステムの創出に貢献する。 

２．内部統制の充実・強化 
（１） 例年と同様、リスク調査、コンプライアンスに係る取組を踏まえ、適宜コンプライアンスに係る研修を実施す

るなど、令和６年度以降の継続的活動を計画し、引き続き内部統制活動の定着を図る。特にリスクマネジメン

トについて、顕在化したリスク発生事象の共有を継続して行うことで職員の意識を高めてリスク軽減に向けた

取組を行うとともに、例えば定型的な事業は業務フロー等を整備するなど効果的なモニタリングが実施され

るための取組を行い、ＰＤＣＡサイクルの定着を目指す。 

（２） 令和５年７月に改正した首都直下震災に係る事業継続計画（ＢＣＰ）及び新型インフルエンザ等に係る事業

継続計画（ＢＣＰ）について、機構内の周知や訓練、継続的な見直しによって、リスク管理に関して実効性のあ

る適切な対応が可能となる組織作りを行う。 

（３） 内部統制活動の一環として、引き続き内部（外部）通報やハラスメント等に係る環境整備を図り、機構内の

周知や定期的な教育によって、内部統制に関して実効性のある適切な対応が可能となる組織作りを行う。 

（４） 機構の業務について、監査法人による外部監査のほかに、監事監査の補助及び内部監査部による内部監

査を実施する。具体的には、監事監査については、令和６年度「監事監査計画」に基づく監査等を補助する。

また、内部監査については、令和６年度「内部監査計画」に基づく業務監査等を実施し、監査結果を業務にフ

ィードバックする。 
その他、昨年度の監査結果に対するフォローアップを併せて行い、課題の解決に対する組織的な取組を
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促進させる。 

３．機構における情報管理及び情報セキュリティの確保 
（１） 機構が保有する個人情報や法人文書の開示請求等に対して、法律に基づき適切な対応を行う。また、機構

が保有する個人情報や法人文書に関して、定期的な点検や登録、廃棄などを適切に行う。 

（２） 高度サイバー攻撃などによる外部からの侵入の試みや、感染による機密情報の流出などを予防・防止する

ための環境設定・運用監視を行う。また、「情報セキュリティ対策推進計画」に基づき、教育・訓練・自己点検

等の人的対策を実施することにより、機構の情報セキュリティの維持・向上に努めるとともに、サイバーセキ

ュリティ戦略本部が定める「政府機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の改定（令和５年度

版）に基づき、情報セキュリティ関連規程等の整備を引き続き行う。 

４．戦略的な調査・広報の推進 

【令和６年度における重要な取組】 

①  デジタルエコシステム創出の取組に資するため、令和６年度においては、国内外の最新のデジタル化の

実態、デジタルエコシステムの動向及びその創出に資するデジタル政策等に関する調査分析を重点的に実

施する。 

②  デジタルツールを活用し、ユーザのニーズに合わせてタイムリーにコンテンツを作成・発信できる体制の整

備、公式ウェブサイトの改善及び機能追加の継続実施、職員エンゲージメント向上のためのミッション・ビジ

ョン・バリュー（ＭＶＶ）の更なる職員への浸透等を重点的に実施する。 

（１）ＩＴに関する調査分析 

（１－１）ＩＴに関する調査の戦略調査分析、定点調査の実施 

① 施策立案支援、事業企画支援の観点から、戦略調査機能として組織横断的なテーマを中心に、ＩＴに関す

る業界動向、各国デジタル政策動向の調査分析を実施する。 

② 施策立案支援・評価のためのモニタリング的観点から、定点調査機能として、施策推進、事業推進の観点

から重要である調査項目の定点調査分析を実施する。 

③ 上記①及び②の機能、事業実施のための基盤となる調査分析基盤を整備する。 

（１－２）戦略的な情報発信の実施 

上記（１－１）の調査分析結果等をもとに調査報告書を作成するとともに、戦略的な情報発信の内容・方法

（政策提言、白書等の発信形態）を検討し、効果的な情報発信（アピール性の高い報告書、セミナー等）を行

う。 

（２）戦略的な広報の推進 

① 機構が実施する事業の内容及び成果を国民にタイムリーに広報するために、デジタルツールを活用して

ユーザのニーズに即したコンテンツをタイムリーに発信できるようにする体制を整える。 

また、作成したコンテンツをオウンドメディアや広告等で活用し、その結果を分析することで、将来のコン

テンツ作成や広報戦略立案に役立てる。 

さらに、職員向けエンゲージメントプラットフォームの活用により、第五期中期計画開始時に作成したＭＶ
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Ｖの職員へのさらなる浸透を図るとともに、機構内の情報共有や組織を横断した連携を促進させる。 

② 公式ウェブサイトにおける提供情報やサービスに係る利便性向上のため、機能改善及びウェブアクセシビ

リティ向上のための施策を進める。 

③ 公式ウェブサイト、広報誌「ＩＰＡ ＮＥＷＳ」等のオウンドメディアにおけるコンテンツを充実させ、動画共有サ

イト、ＳＮＳ等のチャネルを引き続き有効活用し、効果的な情報発信を行うことで、令和６年度におけるウェ

ブ媒体での記事掲載件数を２，５００件以上とする。 

５．人材の確保・育成に係る方針 
デジタルエコシステムの創出を実現する上で必要となる専門性を有し、業務の効率的、効果的な遂行を実現

するための人材の確保・育成に係る方針について、「Ⅱ．１．（２）人材確保等」の内容を盛り込みつつ策定し、取

組を行う。 
 

Ⅹ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設及び設備に関する計画 
なし 

２．人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 
人材の確保・育成については、「Ⅱ．１．（２）人材確保等」及び「Ⅸ．５．人材の確保・育成に係る方針」を踏まえ

実施する。 

３．中期目標期間を超える債務負担 
中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影響を勘案し、

合理的と判断されるものについて行う。 

４．積立金の処分に関する事項 
前中期目標期間の最終事業年度における積立金残高のうち、主務大臣の承認を受けた金額については、情

報処理促進法第５１条に規定する業務の財源に充てる。 
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別 紙 

別紙１ 予算 
 

別紙１－１ 

 

予算（総表） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

運営費交付金 

国庫補助金 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

１９，２６４ 

６８ 

２１１ 

９，８９８ 

１８ 

２９，４６０ 

支 出 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

計 

 

２６，４７７ 

２１１ 

３，２９０ 

２９，９７８ 

［人件費の見積り］ 

令和６年度には４，３４１百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法定福

利費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において

合計とは一致しないものがある。 
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別紙１－２ 

 

予算（事業化勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

その他収入 

計 

 

０ 

０ 

支 出 

計 

－ 

－ 
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別紙１－３ 

 

予算（試験勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

５，８３７ 

４ 

５，８４１ 

支 出 

業務経費 

一般管理費 

計 

 

５，４８６ 

１９２ 

５，６７８ 

［人件費の見積り］ 

令和６年度には５３３百万円を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法定福

利費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 
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別紙１－４ 

 

予算（一般勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 
金 額 

デジタル基盤 デジタル人材育成 サイバーセキュリティ 

収 入 

運営費交付金 

国庫補助金 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

３，２８０ 

－ 

－ 

２ 

－ 

３，２８３ 

 

２，６６６ 

－ 

－ 

－ 

－ 

２，６６６ 

 

１０，２２０ 

６８ 

２１１ 

４，０５８ 

－ 

１４，５５７ 

支 出 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

計 

 

３，４２０ 

－ 

－ 

３，４２０ 

 

２，７３６ 

－ 

－ 

２，７３６ 

 

１４，８３１ 

２１１ 

－ 

１５，０４２ 

区 別 債務保証業務 法人共通 合 計 

収 入 

運営費交付金 

国庫補助金 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

計 

 

－ 

－ 

－ 

１ 

９ 

９ 

 

３，０９８ 

－ 

－ 

－ 

－ 

３，０９８ 

 

１９，２６４ 

６８ 

２１１ 

4，０６１ 

９ 

２３，６１３ 

支 出 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

計 

 

４ 

－ 

－ 

４ 

 

－ 

－ 

３，０９８ 

３，０９８ 

 

２０，９９０ 

２１１ 

３，０９８ 

２４，３００ 

［人件費の見積り］ 

令和６年度には３，８０８百万円（デジタル基盤８４９百万円、デジタル人材育成２２１百万円、

サイバーセキュリティ１，６０９百万円、法人共通１，１２８百万円）を支出する。 

但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、諸支出金（法定福

利費を除く。）等に相当する範囲の費用である。 
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別紙１－５ 

 

予算（地域事業出資業務勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

収 入 

その他収入 

計 

 

５ 

５ 

支 出 

計 

－ 

－ 
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別紙２ 収支計画 
 

別紙２－１ 

 

収支計画（総表） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

３１，３４６ 

２５，７８５ 

２１１ 

３，２９０ 

２，０６０ 

 

３０，５８１ 

１９，２６４ 

６８ 

２１１ 

９，８９８ 

１３ 

１，１２１ 

５ 

△   ７６５ 

８７２ 

－ 

１０６ 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において

合計とは一致しないものがある。 
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別紙２－２ 

 

収支計画（事業化勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

 

収益の部 

経常収益 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

－ 

 

 

０ 

０ 

０ 

－ 

－ 

０ 
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別紙２－３ 

 

収支計画（試験勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

５，７４７ 

５，４８６ 

１９２ 

６９ 

 

５，８４３ 

５，８３７ 

４ 

１ 

－ 

９６ 

－ 

－ 

９６ 
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別紙２－４ 

 

収支計画（一般勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

 デジタル基盤 デジタル人材育成 サイバーセキュリティ 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

３，３５９ 

３，２８３ 

－ 

－ 

７６ 

 

３，３５９ 

３，２８０ 

－ 

－ 

２ 

－ 

７６ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

２，６６８ 

２，６６６ 

－ 

－ 

２ 

 

２，６６８ 

２，６６６ 

－ 

－ 

－ 

－ 

２ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

１６，４０２ 

１４，３４６ 

２１１ 

－ 

１，８４５ 

 

１５，５３０ 

１０，２２０ 

６８ 

２１１ 

４，０５８ 

－ 

９７３ 

－ 

△  ８７２ 

８７２ 

－ 

－ 

区 別 債務保証業務 法人共通 合 計 

費用の部 

経常費用 

業務費用 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

資産見返負債戻入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

 

４ 

４ 

－ 

－ 

－ 

 

９ 

－ 

－ 

－ 

１ 

９ 

－ 

－ 

６ 

－ 

－ 

６ 

 

３，１６７ 

－ 

－ 

３，０９８ 

６９ 

 

３，１６７ 

３，０９８ 

－ 

－ 

－ 

－ 

６９ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

２５，６００ 

２０，２９９ 

２１１ 

３，０９８ 

１，９９２ 

 

２４，７３３ 

１９，２６４ 

６８ 

２１１ 

４，０６１ 

９ 

１，１２０ 

－ 

△  ８６６ 

８７２ 

－ 

６ 
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別紙２－５ 

 

収支計画（地域事業出資業務勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

費用の部 

 

収益の部 

経常収益 

その他収入 

財務収益 

純利益（△純損失） 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

目的積立金取崩額 

総利益（△総損失） 

－ 

 

 

５ 

－ 

５ 

５ 

－ 

－ 

５ 
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別紙３ 資金計画 
 

別紙３－１ 

 

資金計画（総表） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

翌年度への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当年度期首資金残高 

３５，０３３ 

２９，６２１ 

６９２ 

４，７２０ 

３５，０３３ 

２９，４６０ 

１９，２６４ 

６８ 

２１１ 

９，８９８ 

１８ 

－ 

５，５７４ 

［注記］ 

各別表の「金額」欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において

合計とは一致しないものがある。 
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別紙３－２ 

 

資金計画（事業化勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

翌年度への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

その他収入 

当年度期首資金残高 

１ 

１ 

１ 

０ 

０ 

１ 
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別紙３－３ 

 

資金計画（試験勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

翌年度への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

業務収入 

その他収入 

当年度期首資金残高 

６，８９７ 

５，６７８ 

１，２１９ 

６，８９７ 

５，８４１ 

５，８３７ 

４ 

１，０５６ 
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別紙３－４ 

 

資金計画（一般勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 
金 額 

デジタル基盤 デジタル人材育成 サイバーセキュリティ 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

翌年度への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当年度期首資金残高 

３，７９６ 

３，２８３ 

１３７ 

３７６ 

３，７９６ 

３，２８３ 

３，２８０ 

－ 

－ 

２ 

－ 

－ 

５１３ 

２，９６７ 

２，６６６ 

７０ 

２３１ 

２，９６７ 

２，６６６ 

２，６６６ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

３０１ 

１７，６８５ 

１４，５５７ 

４８５ 

２，６４３ 

１７，６８５ 

１４，５５７ 

１０，２２０ 

６８ 

２１１ 

４，０５８ 

－ 

－ 

３，１２８ 

区 別 債務保証業務 法人共通 合 計 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

翌年度への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

受託収入 

業務収入 

その他収入 

投資活動による収入 

当年度期首資金残高 

２２８ 

４ 

－ 

２２５ 

２２８ 

９ 

－ 

－ 

－ 

１ 

９ 

－ 

２１９ 

３，０９８ 

３，０９８ 

－ 

－ 

３，０９８ 

３，０９８ 

３，０９８ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

２７，７７５ 

２３，６０８ 

６９２ 

３，４７５ 

２７，７７５ 

２３，６１３ 

１９，２６４ 

６８ 

２１１ 

４，０６１ 

９ 

－ 

４，１６２ 
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別紙３－５ 

 

資金計画（地域事業出資業務勘定） 

（単位:百万円） 

区 別 金 額 

資金支出 

業務活動による支出 

翌年度への繰越 

資金収入 

業務活動による収入 

その他収入 

当年度期首資金残高 

３６０ 

３３５ 

２５ 

３６０ 

５ 

５ 

３５５ 
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